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環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対

す
る
修
正
案 

 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
生
産
性
」
を
「
食
料
自
給
率
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
当
た
っ
て
は
、
農
林
漁
業
に
お
い
て
小
規
模
の
農
林
漁
業
者
が
果
た
し

て
い
る
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
能
力
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
五
条
第
五
項
中
「
聴
か
な
け
れ
ば
」
を
「
聴
く
ほ
か
、
農
林
漁
業
者
、
食
品
産
業
の
事
業
者
、
消
費
者
そ
の
他
の
食
料

シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項

第
三
号
」
を
「
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
基
本
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
基
本
計
画
を
作
成
し
よ
う

と
す
る
市
町
村
の
区
域
の
農
林
漁
業
者
、
食
品
産
業
の
事
業
者
、
消
費
者
そ
の
他
の
食
料
シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
の
意
見
を
反



 

二 

映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
第
三
項
中
「
、
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
を
「
第
八
項
か
ら
第
十

項
ま
で
」
に
改
め
る
。 


